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要望書 

 

 今般の新型コロナウイルス感染症においては、今後益々医療を必要とする患

者が増加することが予想されます。特に重症新型コロナウイルス感染症患者（以

下単に重症患者という。）を治療する、集中治療領域においては、重症患者一人

の治療に必要な、専門的知識を要するスタッフ、人工呼吸器、ECMO 等医療機器

の確保が喫緊の課題となっています。特に最重症患者を治療するための ECMOの

管理においては、多職種による高度な知識、技術が必要であり、現在でも既に、

実施可能な限られた施設に大きな負担を強いています。感染予防策を破綻させ

ることなく重症患者管理を達成するためには、通常の重症患者管理の 2倍から 4

倍の医療スタッフ(特に看護師、医師)が必要となることは、既に感染流行が進ん

でいる首都圏での診療状況から明らかとなっています。既に通常の 4 倍の看護

体制を取っている医療機関もあり、4月 8日に開催された中央社会保険医療協議

会総会において日本看護協会からも意見陳述されています。 

 さらには、重症患者の増加に伴い、集中治療室が感染症患者で専有された場合

に、集中治療の適応患者を他の場所で治療せざるを得ない事態も増加すること

が考えられます。重症患者の治療においては、例え集中治療室以外で治療を実施

したとしても、質の高い集中治療を提供するためには、マンパワーを始めとする

必要な医療資源は集中治療室と同等であり、相応の診療報酬が提供される必要

があります。 

 新型コロナウイルス感染症は国を揺るがす未曾有の事態であり、重症患者の

死亡率低下のためには、質の高い集中治療を持続して提供していく必要があり

ます。重症患者に係る治療体制には多くの医療資源の投入が必要であり、集中医



療体制を維持していくため、以下の項目をご検討いただけますよう、ここに要望

いたします。 

記 

 

１． 実態として急性期管理を行う病棟の特定集中治療室管理料算定 

 院内に特定集中治療室管理料等を算定している集中治療室があるが、集中治

療室で治療すべき重症患者を、集中治療室に空床がないあるいは感染対策上の

理由で、集中治療室以外の治療室に入院させ治療する場合に、本来入室させるべ

き集中治療室と同等の診療報酬を得られるよう、調整いただきたい。（具体的な

要望は以下の通り。） 

 

１）院内に特定集中治療室管理料を算定している集中治療室を有してい

るが、やむを得ない事情で救命救急入院料を算定している治療室やハイ

ケアユニット入院医療管理料 1 または 2、脳卒中ケアユニット入院管理

料等を算定している他の治療室に特定集中治療室管理料の対象となる重

症患者(術後患者を含む)を入室させた場合、当該病棟の設備に加え医師

配置（集中治療を行うにつき十分な医師が常時配置）および看護人員（常

時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上）の

2 条件を満たすことを条件として、当該重症患者において、本来入室すべ

き特定集中治療室で算定可能な特定集中治療室管理料の算定を可能とす

る。 

 

２）院内に救命救急入院料を算定している集中治療室(救命救急入院料 2

ないし 4算定にあたる)を有しているが（特定集中治療室管理料を算定し

ている集中治療室を有していない。）、やむを得ない事情で救命救急入院

料 1 ないし 3 を算定している治療室やハイケアユニット入院医療管理料

1 または 2、脳卒中ケアユニット入院管理料等を算定している他の治療室

に救命救急入院料 2 ないし 4 の対象となる重症患者を入室させた場合、

当該病棟の設備に加え医師配置（集中治療を行うにつき十分な医師が常

時配置）および看護人員（常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその

端数を増すごとに一以上）の 2 条件を満たすことを条件として、当該重

症患者において、本来入室すべき集中治療室で算定可能な救命救急入院



料の算定を可能とする。 

 

２． 救命救急入院料の要件緩和 

 重症患者の受入れを、特定集中治療室管理料を算定する集中治療室において

実施している場合に、救命救急入院料を算定する集中治療室において、院内急

変患者等の対応をすることとなることから、院内に救命救急入院料を算定して

いる集中治療室を有しており、新型コロナウイルス感染症患者の受入れに関連

して、他の特定集中治療室管理料を算定している集中治療室に入院すべき重症

患者（新型コロナウイルス感染症患者以外の患者を含む。）を当該治療室に入

院させた場合、当該治療室への入院の経路によらず、救命救急入院料を算定で

きることとする。 

 

３． 重症患者対応にかかる十分な人員配置への特例 

 コロナウイルス感染症に対する人工呼吸および ECMOの管理においては、多職

種による高度な知識、技術が必要であるうえ、高度医療を提供しながら感染予防

策を破綻させずに医療従事者の感染を防ぐためには、現状の看護人員（常時、当

該治療室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上）および医師配

置（集中治療を行うにつき十分な医師が常時配置）のみでは対応困難である。現

状においては、ECMOを実施する施設に多大な負担が強いられており、ECMOを適

切に実施する高度な医療提供体制を評価いただき、人員が確保できるようにし

ていただきたい。（具体的な要望は以下の通り。） 

  

1) 人工呼吸器管理を行う入院日において、当該患者の十分な看護人員（常時、

当該患者の数が一に一以上）、人工呼吸に精通した医師の常時配置および臨

床工学技士の院内常時勤務の 3 条件を満たせば、当該施設の算定する特定

集中室管理料あるいは救命救急入院料の 150/100 を算定可能とすること 

2) 体外式心肺補助（ECMO：K601 人工心肺または K602 経皮的心肺補助法）

を行う入院日において、当該患者の十分な看護人員（常時、当該治療室の入

院患者の数が一に二以上）、ECMO に精通した医師の常時配置および臨床

工学技士の院内常時勤務の 3 条件を満たせば、当該施設の算定する特定集

中室管理料あるいは救命救急入院料の 200/100 を算定可能とすること 

 

４． 重症患者対応にかかる算定期間の延長 



 新型コロナウイルス感染症の重症患者の入院期間は長期間にわたることが知

られており、特定集中治療室管理料及び救命救急入院料の算定期間の延長を検

討いただきたい。（具体的な要望は以下の通り。） 

 

  重症患者に係る特定集中治療室及び救命救急管理料の算定可能期間を、小児

特定集中治療室管理料と同じく、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいず

れかに該当する場合にあっては 21 日、ECMO を必要とする状態にあっては 35 日

を限度として算定する。 

 

 

 

 

以上 

 


